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歯科医師
　病気などにより通院が困難な方に、訪問歯
科診療を行います。身体の状態によってどこ
までの治療ができるかを相談しながら、むし
歯の治療や入れ歯の調整、口腔ケアなどを行
います。
　お口の健康を保って美味しく食事を食べら
れることは、身体を大きく支えてくれます。
日頃から継続的に通院して適切な治療や管理
を行い、いつでも相談に応じてくれるかかり
つけの歯科医師をもっておきましょう。

歯科衛生士（歯科医院、高齢福祉課）
　歯や口の健康づくりを支援します。
■主な業務
歯科医院
• 訪問歯科の診療補助
• 口腔ケア方法の指導　など
高齢福祉課
• 口腔ケア方法や口腔体操の指導
• 在宅でうまく食べられない方や口腔ケ
アができない方への対応の支援
• 介護施設での口腔ケアの指導　など

リハビリテーション専門職（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士）
　理学療法士は、立つ・起きる・歩くなど、生活の基本となる運動機能の回復の手助けをします。在
宅では、その方の生活に合わせ、特別な器具は使わずに、自分の体重を使ったトレーニングを行います。
　作業療法士は、食事や着替え、入浴や家事などの日常生活の作業を通じて、社会とのつながりを
保つ手助けをします。在宅では、生活に合わせた杖や手すりの利用を提案し、調整します。
　言語聴覚士は、「言葉」や「聞こえ」、「飲み込み」に問題がある方にリハビリを行い、再び自分
らしい生活ができるように支援します。

ヘルパー（訪問介護）
　介護認定を受けている方のご自宅を訪問し、身体介護（着替え、身体清
拭など）や生活援助（掃除、調理、洗濯など）を行います。
　利用者の方の様子や会話から、少しの体調の変化も把握するようにして
います。利用者の方との信頼関係と関係職種との連携がとても大切です。

管理栄養士（高齢福祉課）
　健康でいるための食生活のポイントを講話などで市民の皆さ
んにお伝えしています。また、75 歳以上の方と介護認定を受
けている方への個別栄養相談を、かかりつけ医の指示のもと
行っています。かかりつけ医やケアマネジャー、地域包括支援
センター等と連携をとりながら、継続した支援をしています。
　歯科衛生士への口腔相談の依頼があったときは、食事も関連
があるため、訪問に同行して支援しています。

地域包括支援センター
　高齢者の様々な相談を受けたり、ひとり暮らしの方の見守りや介
護予防、介護保険の申請などのお手伝いをしたりしています。
　また、利用者の方の心身の状態や変化に合わせ、途切れることな
く必要なサービスが供給されるよう、地域のケアマネジャーを支援
し、医療機関などと連携しています。

事務局（高齢福祉課）
　この協議会では、医療と介護が必要になっても住み慣れた地域
で自分らしい暮らしを続けることができる社会（地域包括ケアシ
ステム）の実現に向け、医療と介護の関係者が連携した取り組み
を行っています。
　地域包括ケアシステムには、医療・介護連携の他、認知症対策、
介護予防、生活支援体制整備の事業があります。高齢者だけでな
く、子どもや障がいのある方など、地域の一人ひとりがその人ら
しく生活できる地域共生社会を目指して、今後も取り組んでいき
ます。

薬剤師
　在宅では、自宅での薬の管理や副作用
の説明を行います。飲み忘れや薬の飲み
にくさのために薬が余っている場合は、
解決できる方法を一緒に考えます。
　「お薬手帳」は、他の病院で出されてい
る薬との飲み合わせを考える資料となり、
災害時には処方箋の代わりになることも
ありますので、大切に管理してください。

下野市には
在宅での医療と介護を
支えるスペシャリストが

たくさんいます

在宅で医療や介護を受けるのも選択肢のひとつ。
人生の最終段階におけるケアのあり方や、在宅
での看取りについて考えてみませんか。

　在宅医療・介護連携推進協議会とは、医療と介護の両方を必要とする高齢者に、在宅医療と介護を一体
的に提供するための組織です。最期まで住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、
医療と介護のあらゆる専門職が協力・連携しています。

医師（診療所、在宅療養支援診療所）
　在宅療養を支える「在宅医療」には、「訪問診療」と「往
診」があります。
　訪問診療は、通院が困難な方の自宅へ計画的に訪問し、
診療、治療、薬の処方、療養上の相談、指導などを行い
ます。状況により臨時訪問（往診）をしたり、入院の手
配を行ったりするなど、臨機応変に対応し、24 時間
365日体制で在宅療養をサポートしています。
　往診は、ご本人やご家族からの要請のもと、病状の変
化に応じて、かかりつけ医（ホームドクター）が訪問し
て診療をします。
　安心して暮らしていくためには日頃より、かかりつけ
医（ホームドクター）をもつことが大切です。紹介が必
要なときは手配をしてくれ、状況により看取りまで責任
をもって対応してくれます。

地域医療連携室（病院内）
　医師、看護師、社会福祉士などの
スタッフが、患者さんが退院後も地
域で安心して過ごせるよう、多職種
と連携して支援しています。
　入院中の方が在宅医療や介護を受
けたいと希望されるときには相談を
受け、必要に応じてサービス事業所
に引き継ぎます。
■主な業務
• 入退院、転院の相談・調整
• 医療、介護、福祉の相談・調整
• 入院費、介護費などの経済的相談
• 医療機関や施設からの患者紹介の
調整　など

ケアマネジャー（居宅ケアマネジャー・施設ケアマネジャー）
　居宅ケアマネジャーは、介護保険で要介護状態と認定された方のご
自宅などの生活の場にお邪魔して、体の状態や生活するうえでの問題
点についてお話を伺います。そのうえで、介護保険サービスを利用す
るためのケアプランを作成し、関係機関との連絡調整を行います。
　施設ケアマネジャーは、施設に入居されている方を対象にケアプ
ランを作成し、施設内で安全に、安心して生活できるよう支援しま
す。施設形態によっては現場の介護業務と兼務することも多いです。

訪問看護ステーション
　「病気や障がいがあっても住み慣れた家
で暮らしたい」、「人生の最期を自宅で迎え
たい」と望まれる方や、在宅での介護や一
人暮らしに不安がある方が、一人ひとりに
合った生活を送れるよう、保健師や看護師、
リハビリ専門職などが医療的な視点で支援
します。
■主な業務
• 血圧などの測定や問診による体調確認
• 主治医への報告
• 点滴や注射などの医療的処置
• 生活の相談や家族への介護アドバイス
• リハビリや心のケア　など

在宅での生活
•在宅療養

•看取り

スムーズに

地域へ

FMゆうがお「しもつけピタッとラジオ」在宅医療・介護連携シリーズ

下野市在宅医療・介護連携推進協議会の役割を徹底紹介
■問い合わせ先　高齢福祉課　☎（32）8904
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